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｢所得税顧問 Ver.H20.1｣での対応内容をご案内します。 

当内容は、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。 

１．データの利用について 

データ移行対象バージョン・・・Ver.Ｈ19.1＊以降 

上記のバージョンからデータ移行が可能です。 

２．法改正内容 

システムに関係する改正の内容は次のとおりです。 

平成 20 年分の所得税関係の税制改正 

住宅の省エネ改修工事等を行った場合の特例措置が創設されました。 

また、少額減価資産取得費の特例の適用期限が延長されました。 

● 省エネ改修促進税制 

平成20年4月1日から12月31日までの間に、自己の居住用家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増

改築工事を行った場合、そのローン残高（上限1,000万円）の一定割合を、5年間にわたり所得税額から

控除することができます。（断熱改修工事等特別控除） 

また、住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に、省エネ改修工事が加えられました。 （断

熱改修工事等特別控除との選択適用となります） 

● （適用期限延長）中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例 

適用期限が2年延長されました。（平成22年3月31日まで延長） 

平成 20 年度の地方税関係の税制改正 

平成 20 年 4 月 30 日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税

制が大幅に拡充されました。 

● 控除対象寄附金の拡大等 

個人が寄附を行いやすくするために寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の 30％（現行 25％）に

引き上げるとともに、適用下限額が 10 万円から 5 千円に引き下げられました。また、その控除方法につ

いても、所得控除方式から税額控除方式に変更されました。（控除対象額の 10%を税額控除することがで

きます。） 

●ふるさと納税制度の創設 

任意の地方自治体（都道府県・市区町村）に寄附することで、寄附した額のほぼ全額が税額控除される制

度が創設されました。（個人住民税所得割の概ね 1 割が上限となります。）               

３．機能アップ等によるその他変更内容 

Ver.H20.1 では、帳票間の連動を一層に強化するシステムの変更を行います。 

また、譲渡所得内訳書の複数枚対応、（地方税）住宅借入金特別税額控除申告書、収支内訳書の財

務・減価償却連動など大きな機能アップをあわせて行います。 

● 申告書第一表と申告書第二表の連動                               

「所得の内訳書」を入力の起点とし、そこから第一表、第二表に連動するようにします。 

 

 

 

 

 
 

 

※「所得の内訳書」は入力処理に際しては、必ず使用していただく帳票（必須入力帳票）となりますが、

申告に使用するかどうか（提出するかどうか）は別に設定箇所を設けます。 

｢所得税顧問｣ 平成20年度法改正対応版 概要(Ｖｅｒ.Ｈ20.1) 

概要のバージョンの表記について 

「Ver.H20.1」のように小数点以下 2 桁目は

省略して記載しています。正確なバージョンは

システム起動後の［ヘルプ］-［バージョン情報］

で確認できます。 

所得の内訳書 

第一表（総合課税タブ） 

第二表（所得内訳タブ） 

第一表、第二表ともに 

「所得の内訳書」で入力した

内容を反映するため、 

確実に同期がとれ、二重入力

は発生しません。 
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● 申告書と第三者作成書類の連動（「源泉徴収票入力」の追加） 

「源泉徴収票入力」を追加し、そこを起点とし、申告書（所得の内訳書）と電子申告第三者作成書類に連

動するようにします。 

 

 
 
 
 
 
 

また、申告書に項目を追加することにより、第三者作成書類に連動するようにします。 
 
 
 
 
 
 
 

● 収支内訳書の財務・減価償却連動 

収支内訳書についても、青色決算書と同様に、財務連動・減価償却連動を行えるようにします。 

財務 財務会計2008Ver.3.8／財務応援SuperVer.7.8 
連動対象Ver. 

減価償却 Ver.8.1以降 

● 譲渡所得の内訳書の複数枚対応                                  

譲渡所得の内訳書を最大 25 枚まで作成できるようにします。 

● (住民税)住宅借入金等特別税額控除申告書の追加 

住民税(地方税)の住宅借入金等特別税額控除申告書（確定申告書を提出する納税者用）に対応します。 

● (第三者作成書類)寄附金の受領証等の記載事項の追加 

「寄附金(政党等寄附金)の受領証等の記載事項」のうち、寄附金部分について対応します。 

（政党等寄附金部分については対応しません。） 

● 申告書第二表「源泉徴収票のとおり」印字                             

申告書第二表に「源泉徴収票のとおり」の印字を行えるようにします。 

社会保険料控除

入力可能文字数を8文字から9文字に拡張します。 

また、「源泉徴収票入力（給与所得）」で入力した社会保険料の額を「源泉徴

収票のとおり」として自動出力する対応を行います。 

生命保険料控除

地震保険料控除

各項目（「一般生保」「個人年金」「地震保険」「旧長期損保」）にチェック

ボックス“□源泉のとおり”を追加し、チェックをいれることにより、「源泉

徴収票のとおり」と出力する対応を行います。 

 
● 申告区分変更時（損失→損失以外）の繰越損失金額保持 

第四表に登録済である前年からの繰越損失額を「一般 B」や「分離」の損失以外の区分での申告にそのま

ま使用できるようにします。 

● 所得の内訳書 支払確定年月の入力内容チェック 

支払確定年月の入力欄に“年”と“月”の表示を行い、入力画面をわかりやすくします。 

また、月の入力において、1～12 以外の数字は入力できないよう制御します。 

４．「電子申告応援」をご利用のお客様 

電子申告更新用プログラム（Ver.H20.1.e1）は、平成 20 年 1 月下旬のご提供を予定しています。 

詳細が明らかになりましたら、別途ご案内いたします。 

源泉徴収票 

・給与所得 

・退職所得 

・年金所得 

所得の内訳書 

第三者作成書類 

申告書、第三者ともに 

「源泉徴収票」で入力した

内容を反映するため、 

確実に同期がとれ、二重入

力は発生しません。 

申告書 

申告書 

・共済掛金 

第三者作成書類 

第三者には、申告書で入力した内容を反映するため、確実に

同期がとれ、二重入力が発生しません。 
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５．平成19年版を使用した先行入力についてのお願い 

次の項目については、Ver.H20.1 での仕様変更に伴い先行入力分が移行されません。 

これらの項目については、平成19年版で先行入力をせず、Ver.H20.1への取込後に入力していた

だきますようお願いいたします。 

 

譲渡所得内訳書 [3面]タブの「４譲渡所得金額計算：合計額入力」 

第三者作成書類 
[給与源泉][退職源泉][年金 社保庁][年金 社保庁外][共済(社保)]タブの

入力内容すべて 

 

６．動作環境 

ネットワーク版 
使用環境 スタンドアロン 

クライアント サーバ  

ＯＳ Windows®Vista/XP/2000(*1) 

Windows®2000Server 

Windows Server®2003 (*2)

Windows Server®2008 (*3)

メモリ 

Windows® Vista：512MB 以上（1GB 以上を推奨） 

Windows® 2000、XP：128MB 以上（256 MB 以上を推奨） 

Windows Server® 2003：256 MB 以上（512 MB 以上を推奨） 

Windows Server® 2008：512 MB 以上（2 GB 以上を推奨） 

ＣＰＵ 

Windows® Vista：800MHz 以上（1GHz 以上を推奨） 

Windows® 2000、XP：400MHz 以上(500 MHz 以上を推奨) 

Windows Server® 2003：550 MHz 以上(1 GHz 以上を推奨) 

Windows Server® 2008：1GHz 以上（2 GHz 以上を推奨） 

ディスプレイ 
1024×768（小さいフォント）以上（Windows® XP の場合は「標準のフォント」）

表示色：High Color(16 ビット)以上推奨 

ＨＤＤ 95MB 以上(*4) 65MB 以上 30MB 以上(*4) 

データ容量 登録数×100KB(*5) ------ 登録数×100KB(*5) 

最大用紙サイズ A3（青色申告決算書は切り離して印刷も可能） 

プリンタ 
ページプリンタ（ポストスクリプト対応プリンタ除く） 

EPSON 製インパクトプリンタ PLQ-20S(*6) 

(*1) Windows®95、Windows98、Windows Me、Windows NT4.0は動作対象外です。 
(*2) Windows Server ®2003は、ネットワーク版のサーバとしてのみ使用可能です。 
    その際、ネットワーク基本パックも、Windows Server® 2003に対応している Ver2.2をご使用頂く

必要があります。   
(*3) Windows Server ®2008は、ネットワーク版のサーバとしてのみ使用可能です。 

その際、ネットワーク基本パックも、Windows Server® 2008に対応している Ver3.5をご使用頂く
必要があります。   

(*4)内、郵便番号辞書が20MB です。郵便番号辞書は削除することも可能です。 

(*5)分離課税で全帳票を設定した場合の容量です。区分や明細数によって容量は異なります。 

(*6)EPSON 製インパクトプリンタ PLQ20-S は、以下の専用ドライバをお使いください。 

「インターKX 及び応援シリーズ用 EPSON ESC/P2001」 

（エプソンのダウンロードサービスよりダウンロード可能）   

カラー印刷に関する注意 
OCR の正確なカラー出力を行うために、対応カラーレーザープリンタをエプソン製の指定機種に限定させ

ていただきます。ただし、カラー出力した申告書の提出に際しては、事前に所轄税務署の確認が必要になり

ます。窓口によって対応が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

対応プリンタの最新情報は、エプソンのホームページでご確認ください。 

http://www.epson.jp/products/oen/ocr/ 
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７．プロダクトIDについて 

プログラムのセットアップ(インストール)時にプロダクトＩＤを入力する必要があります。プロダクトＩＤ

は製品固有の 24 桁の数字で、同一のプロダクトＩＤは存在しません。1 つの製品を複数のコンピュータ

にセットアップされた場合、2 台目以降では、別のプロダクトＩＤを入力されるまでプログラムの起動

ができなくなります。 

プロダクト ID が記載されたラベルは、CD-ROM のケース(ライセンス商品の場合はライセンス使用許諾

証またはプロダクト ID のご案内ハガキ)に貼られます。 

詳細は改版商品に同梱のご案内(手順書)をご参照ください。 

ライセンス商品のご案内 

｢応援シリーズ｣で、同一プログラム(スタンドアロン版)を複数本使用される場合、２本目以降の

ライセンス商品(及び年間プログラム保守契約)を割安価格でご用意しています。 

■ライセンス商品はこんなときに最適です。 
①企業又は会計事務所内において、複数台のパソコンで使用する場合 
②本社以外の出先拠点(支社、営業所等)において使用する場合 
③会計事務所において、在宅処理や外出先処理(モバイル用途)等の所外で使用する場合 
④学校等の教育用途として使用する場合 

 

 
 

 

 

【著作権･使用許諾契約について】 
プログラムを使用するには、著作権法及び使用権許諾契約により、１台のコンピュータにつき
１ライセンスの使用許諾が必要です。  


